
面倒な事務手続き・・・ 

専門家（社会保険労務士）が代行いたします！！！ 
 
毎月の、あるいは毎年のこんな事務手続き面倒ですよね！？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務コストが下がるのは良いけど・・・・ 

       給与なんて会社の秘密を外に出すのは・・・ちょっと・・・ 

  

そんな心配不要です！！！ 

 社会保険労務士は社会保険労務士法で規制されています。もし、秘密を漏らしたら・・・・ 

 ⇒懲役や罰金が、その社会保険労務士に課せられることになります。 

 ⇒だから、秘密は確実に守られます！！ 

 
 
 
 
 
 

ご用命は、下記までお願いします。 
 みやこ社会保険労務士事務所  社会保険労務士 松村 篤 
 TEL/FAX：075-353-9269 E-mail：BYK00325@nifty.ne.jp 
 携帯：090-1710-2045 
 
※：既に顧問の社会保険労務士の先生がいる場合は、お手数ですが破棄願います。  

給 与 ・ 賞 与 計 算 

労 働 保 険 ・ 社 会 保 険 の 手 続 き 

毎 年 の 算 定 基 礎 や 労 働 保 険 料 の 納 付 

社会保険労務士に委託して、問題解決！！ 

メリットは？？？ 

煩雑な事務手続きに要する、「ヒト」と「ジカン」を本来の「営業」へ集中できます！！ 

労働保険・社会保険等で事務コストの増える月も、コストの「平準化」が図れます！！ 

 


